
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

一

道
路
運
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

二

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

４

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

三

首
都
圏
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
（
第
三
条
関
係
）

５

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

四

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

６

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

五

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

７

・
・
・
・
・

六

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

８

七

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
第
三
条
関
係
）

９

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

八

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

10

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

九

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
第
五
条
関
係
）

11

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

十

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
第
六
条
関
係
）

12

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

十
一

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
第
七
条
関
係
）

13

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

十
二

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
（
第
八
条
関
係
）

14



- 1 -

道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
道
路
運
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

第
一
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
道
路
運
送
法
（
以
下
「
法
」

第
一
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
道
路
運
送
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
章
及
び
第
四
章
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て

と
い
う
。
）
第
二
章
及
び
第
四
章
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
許
可
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が

一

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
許
可
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
地
方
的
な
路
線
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
地
方
的
な
路
線
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「

地
方
路
線
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
事
業
が
路
線
を
定
め
て
行
う

地
方
路
線
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

も
の
以
外
の
も
の
（
以
下
「
不
定
路
線
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

二

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
又
は
料
金
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更

二

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
又
は
料
金
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更

の
認
可
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

の
認
可
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
運
賃
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更
に

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
運
賃
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更
に

関
す
る
も
の
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
又
は
当
該

関
す
る
も
の
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

）

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

三

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

三

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

又
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四

法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
等
又
は
運
賃
若
し
く
は
料
金
の
変
更

四

法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
等
又
は
料
金
の
変
更
の
命
令
（
前
号

の
命
令
（
前
号
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五
～
十
三

（
略
）

五
～
十
三

（
略
）

十
四

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
規
程
の
設
定
又
は

十
四

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
規
程
の
設
定
又
は

変
更
に
係
る
届
出
の
受
理
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合

変
更
に
係
る
届
出
の
受
理
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
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又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

十
六

法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
統
括
管
理
者
の
選
任
又

十
六

法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
統
括
管
理
者
の
選
任
又

は
解
任
に
係
る
届
出
の
受
理
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場

は
解
任
に
係
る
届
出
の
受
理
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場

合
又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

合
に
限
る
。
）

十
七
～
二
十

（
略
）

十
七
～
二
十

（
略
）

二
十
一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第

二
十
一

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
又
は
安
全
管
理
規
程
の
遵
守
に
関
す

一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
又
は
安
全
管
理
規
程
の
遵
守
に
関
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
又
は

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
に
限

当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

る
。
）

二
十
二

（
略
）

二
十
二

（
略
）

二
十
三

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方

二
十
三

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方

路
線
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

路
線
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
十
四

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線

二
十
四

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線

が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限

が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

る
。
）

二
十
五

法
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
当
該
事
業

二
十
五

法
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
当
該
事
業

に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ

に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

る
場
合
に
限
る
。
）

二
十
六

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線

二
十
六

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線

が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限

が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

る
。
）

二
十
七

法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
休
止
又
は

二
十
七

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
休
止
又
は
廃
止
に
係
る

廃
止
に
係
る
届
出
の
受
理

届
出
の
受
理

二
十
八

（
略
）

二
十
八

（
略
）

二
十
九

法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
輸
送
施
設
の
使
用
の
停
止
の
命
令
又
は
事

二
十
九

法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
輸
送
施
設
の
使
用
の
停
止
の
命
令
又
は
事

業
の
停
止
の
命
令
若
し
く
は
許
可
の
取
消
し
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方

業
の
停
止
の
命
令
若
し
く
は
許
可
の
取
消
し
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方

路
線
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

路
線
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
十

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

三
十

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
返
納
の
受
理
及
び
自
動
車
登
録

並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
返
納
の
受
理
及
び
自
動
車
登
録
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番
号
標
の
領
置

番
号
標
の
領
置

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

事
業
の
停
止
の
命
令
を
し
た
場
合
に
係
る
も
の
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線

ロ

事
業
の
停
止
の
命
令
を
し
た
場
合
に
係
る
も
の
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線

が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
事
業
が
不
定
路
線
事
業
で
あ
る
場
合
に

が
地
方
路
線
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

限
る
。
）

三
十
一
・
三
十
二

（
略
）

三
十
一
・
三
十
二

（
略
）

２

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
以
外
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
法

２

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
以
外
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
法

第
二
章
及
び
第
四
章
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

第
二
章
及
び
第
四
章
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
除
き
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

を
除
き
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で

四

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
当
該
事
業
に
係
る
路
線
が
地
方
路
線
で

あ
る
も
の
及
び
不
定
路
線
事
業
を
除
く
。
）
を
経
営
す
る
法
人
に
係
る
合
併
又

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
経
営
す
る
法
人
に
係
る
合
併
又
は
分
割
の
認
可

は
分
割
の
認
可

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
で
次

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
で
次

に
掲
げ
る
も
の
（
一
の
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
係
る
も
の

に
掲
げ
る
も
の
（
一
の
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
委
任
す
る
。

に
限
る
。
）
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
委
任
す
る
。

一

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
路
線
の
新

一

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
一
般
乗
合

設
、
営
業
区
域
の
変
更
及
び
専
用
自
動
車
道
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
、
営
業
区
域

同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
届
出
（

の
変
更
及
び
専
用
自
動
車
道
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
三
項
若

専
用
自
動
車
道
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
理

し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
届
出
（
専
用
自
動
車
道

に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
理

イ

路
線
の
新
設
に
関
す
る
も
の

ロ

自
動
車
車
庫
の
位
置
及
び
収
容
能
力
の
変
更
に
関
す
る
も
の

ハ

停
留
所
の
新
設
又
は
廃
止
に
関
す
る
も
の

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）
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○
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
運
送
法
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
自
動
車
）

（
道
路
運
送
法
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
自
動
車
）

第
百
五
十
六
条

法
第
百
十
三
条
に
規
定
す
る
自
衛
隊
の
使
用
す
る
自
動
車
の
う
ち

第
百
五
十
六
条

法
第
百
十
三
条
に
規
定
す
る
自
衛
隊
の
使
用
す
る
自
動
車
の
う
ち

、
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
道
路
運
送
法
の
規
定
に
つ

、
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
道
路
運
送
法
の
規
定
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

規

定

適
用
を
除
外
さ
れ
る
自
動
車

規

定

適
用
を
除
外
さ
れ
る
自
動
車

第
九
十
四
条

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
使
用
す
る

第
七
十
八
条

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
使
用
す
る

自
動
車

貨
物
自
動
車

第
九
十
四
条

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
使
用
す
る

自
動
車

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
首
都
圏
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
交
通
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
の
範
囲
）

（
交
通
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
の
範
囲
）

第
七
条

鉄
道
、
軌
道
、
飛
行
場
、
港
湾
等
の
交
通
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で

第
七
条

鉄
道
、
軌
道
、
飛
行
場
、
港
湾
等
の
交
通
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で

根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般

四

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
路
線
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
路
線
網
に
関
す
る

り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
路
線
の
う
ち
主
要
な
も
の
の

事
項

路
線
網
に
関
す
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）
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○
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
）

（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
公
益
上
必
要
な
建

第
二
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
公
益
上
必
要
な
建

築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事

六

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行

業
若
し
く
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物

う
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規

自
動
車
運
送
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
積
合
せ
貨
物
運
送
を
す
る

定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
積
合
せ

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物
又
は
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ

貨
物
運
送
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物
又
は

ル
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
構
成
す
る
建
築

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル

物

を
構
成
す
る
建
築
物

七
～
二
十
九

（
略
）

七
～
二
十
九

（
略
）
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○
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し
な
け

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ

十
二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ

の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動

の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

十
三
～
二
十
三

（
略
）

十
三
～
二
十
三

（
略
）
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○
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ

な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ

る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次
条
に
規
定
す
る

る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次
条
に
規
定
す
る

も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ

十
二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ

の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動

の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

十
三
～
二
十
四

（
略
）

十
三
～
二
十
四

（
略
）
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○
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類

の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類

、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を

、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を

行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ

十
二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行

に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

十
三
～
二
十
四

（
略
）

十
三
～
二
十
四

（
略
）
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○
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
道
路
及
び
事
業
）

（
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
道
路
及
び
事
業
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
自
動
車
（
窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
自

一

特
定
自
動
車
（
窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
自

動
車
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

動
車
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
購
入
又
は
特
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
特
定
自
動
車
と
す
る
た

同
じ
。
）
の
購
入
又
は
特
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
特
定
自
動
車
と
す
る
た

め
の
改
良
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

め
の
改
良
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

第
三
条
第
一
号
イ
の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
そ
の
他
国
土

に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
単

交
通
大
臣
が
定
め
る
者
に
よ
る
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
た
め
に

に
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
を
経
営
す
る
者
そ
の
他

行
う
も
の
に
対
し
て
助
成
を
行
う
事
業

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
に
よ
る
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
た

め
に
行
う
も
の
に
対
し
て
助
成
を
行
う
事
業

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
で
そ
の
路
線
の
全
部
又
は
一
部
が
高
速
自

九

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
第
十

動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
も
の
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
位
置

二
号
に
お
い
て
単
に
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
で
そ

、
発
着
時
刻
そ
の
他
の
運
行
状
況
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る

の
路
線
の
全
部
又
は
一
部
が
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る

シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
調
査
を
行
う
事
業

も
の
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
位
置
、
発
着
時
刻
そ
の
他
の
運
行
状
況
に
関
す

る
情
報
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
調
査
を
行
う

事
業

十
～
十
五

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）
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○
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
で
「
自
動
車
」
と
は
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路

第
一
条

こ
の
政
令
で
「
自
動
車
」
と
は
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は

線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
特
別
積
合
せ
貨
物
運
送
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
特
別
積
合

の
事
業
用
自
動
車
を
い
う
。

せ
貨
物
運
送
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
事
業
用
自
動
車
を
い
う
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
路
線
バ
ス
等
の
範
囲
）

（
路
線
バ
ス
等
の
範
囲
）

第
十
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
法
（

第
十
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
法
（

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定

客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
、
法
第
七
十
一
条
第
二
号
の
三
に
規

期
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
、
法
第
七
十
一
条
第
二
号
の
三
に
規
定
す
る
通
学

定
す
る
通
学
通
園
バ
ス
そ
の
他
人
又
は
貨
物
を
輸
送
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
自

通
園
バ
ス
そ
の
他
人
又
は
貨
物
を
輸
送
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
当
該

動
車
で
当
該
道
路
に
お
け
る
そ
の
通
行
の
円
滑
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る

道
路
に
お
け
る
そ
の
通
行
の
円
滑
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
公

と
認
め
て
公
安
委
員
会
が
指
定
し
た
も
の
と
す
る
。

安
委
員
会
が
指
定
し
た
も
の
と
す
る
。

（
座
席
ベ
ル
ト
及
び
幼
児
用
補
助
装
置
に
係
る
義
務
の
免
除
）

（
座
席
ベ
ル
ト
及
び
幼
児
用
補
助
装
置
に
係
る
義
務
の
免
除
）

第
二
十
六
条
の
三
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
三
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
七
十
一
条
の
三
第
四
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由

４

法
第
七
十
一
条
の
三
第
四
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

道
路
運
送
法
第
七
十
八
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て

七

道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
人

人
の
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
自
動
車
（
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
て
運
送
の
用

の
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
自
動
車
（
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
て
運
送
の
用
に

に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
転
者
が
当
該
運
送
の
た
め
幼
児
を
乗
車
さ

供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
転
者
が
当
該
運
送
の
た
め
幼
児
を
乗
車
さ
せ

せ
る
と
き
。

る
と
き
。

八

（
略
）

八

（
略
）
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○
登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
家
用
自
動
車
の
有
償
貸
渡
し
の
許
可
で
課
税
し
な
い
も
の
の
範
囲
）

（
自
家
用
自
動
車
の
有
償
貸
渡
し
の
許
可
で
課
税
し
な
い
も
の
の
範
囲
）

第
二
十
条

法
別
表
第
一
第
百
二
十
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
許
可
は
、
道

第
二
十
条

法
別
表
第
一
第
百
二
十
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
許
可
は
、
道

路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
（
有
償
貸
渡
し
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
で
、
試
験
研

路
運
送
法
第
八
十
条
第
二
項
（
有
償
運
送
の
禁
止
及
び
賃
貸
の
制
限
）
の
規
定
に

究
の
た
め
に
同
項
の
自
家
用
自
動
車
の
貸
渡
し
の
事
業
を
行
う
も
の
と
し
て
同
法

よ
る
許
可
で
、
試
験
研
究
の
た
め
に
同
項
の
自
家
用
自
動
車
の
貸
渡
し
の
事
業
を

第
八
十
六
条
第
一
項
（
免
許
等
の
条
件
又
は
期
限
）
の
規
定
に
よ
る
期
限
が
付
さ

行
う
も
の
と
し
て
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
（
免
許
等
の
条
件
又
は
期
限
）
の
規

れ
た
も
の
と
す
る
。

定
に
よ
る
期
限
が
付
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
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○
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
営
業
の
停
止
の
基
準
）

（
営
業
の
停
止
の
基
準
）

第
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の

第
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
運
転
代
行
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一

自
動
車
運
転
代
行
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
点
数
が
、
次
号
に
規
定
す
る
累
積
点
数
の
算
出
の
基
礎
と
し
て
、

次
に
定
め
る
点
数
が
、
次
号
に
規
定
す
る
累
積
点
数
の
算
出
の
基
礎
と
し
て
、

当
該
自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
付
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

当
該
自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
付
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一

ハ

法
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
示
の

号
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
示
の

理
由
が
、
当
該
自
動
車
運
転
代
行
業
者
又
は
そ
の
安
全
運
転
管
理
者
等
若
し

理
由
が
、
当
該
自
動
車
運
転
代
行
業
者
又
は
そ
の
安
全
運
転
管
理
者
等
若
し

く
は
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
転
代
行
業
務
従
事
者
に
よ
り
次
の
表

く
は
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
転
代
行
業
務
従
事
者
に
よ
り
次
の
表

行
為
の
欄
に
掲
げ
る
行
為
が
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
き

次
の
表
行
為
の
欄

行
為
の
欄
に
掲
げ
る
行
為
が
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
き

次
の
表
行
為
の
欄

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
点
数
の
欄
に
定
め
る
点
数

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
点
数
の
欄
に
定
め
る
点
数

行

為

点

数

行

為

点

数

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

運
転
代
行
業
務
に
関
し
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六

三
点

二

運
転
代
行
業
務
に
関
し
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六

三
点

年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
四
十
三

年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
四
十
三

条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

条
第
一
項
又
は
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為

三
～
六

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）


